
 

 

 

第２回 理事会 要旨報告 

 

日 時 令和７年７月４日（金） 13：00～16：20 

場 所 コラッセふくしま（福島市） 

出席者 理事19名、監事2名  

吉田昌樹会長、一條雅敏、菱沼生美、佐藤龍樹、髙堀洋幸、新田太郎、真船あい、 

御代田裕介、赤坂利彦、田中竜夫、鈴木荘太郎、榎田哲士、渡部翔太、加藤和志、 

菊地紀男、岡崎良之、鈴木慎太郎、草野渉、新宅弘晃理事、佐川弘行、木村智彦監事 

 

審議事項 

１. 総会の総括について 

今後の大災害への対応に関する意見があったので、去る6月16日の地協定例会の際に

連合会での検討を連合会会長、地協会長にお願いした。 

労務診断ツールの活用、ＡＤＲの会員向け促進、助成金の連帯責任に関する意見は、

各委員会等で検討することとした。 

総会の運営に関する反省点については、次回総会前の理事会で改めて検討する。 

 

２. 委員会等の担当について 

各支部から推薦された綱紀委員とあわせて、委員会の担当を以下のとおり決定した。 

がん就労支援は加藤和志常任理事、成年後見センターは真船あい副会長を担当とした。 

委員会 委  員 

総 務 
担当副会長 

田中竜夫 
菱沼生美 赤坂利彦 榎田哲士 新宅弘晃  

業 務 
担当副会長 

菱沼生美 
佐藤龍樹 渡部翔太 菊地紀男 草野 渉  

デジタル化 

広 報 
担当副会長 

真船あい 
髙堀洋幸 御代田裕介 加藤和志 岡崎良之  

相談所 

働き方改革 
労務監査 

榎田哲士 真船あい 新宅弘晃 草野 渉   

綱 紀 佐野文男 衞藤哲司 鈴木 淳 長谷川昭二郎 蓬田信一  

業務監察 
苦情担当副会長 

田中竜夫 
一條雅敏 新田太郎 鈴木荘太郎 加藤和志 鈴木慎太郎 

苦情処理 

ADRセンター 御代田裕介 渡部翔太 岡崎良之 
担当弁護士 

井上 航 
  

街角センター 
部長 

吉田昌樹 
副部長 

菱沼生美 
鈴木荘太郎 菊地紀男   
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３. 今年度事業の執行について 

総会で承認された事業計画に基づき、各委員会等で検討する事業を確認し、８月の上

旬までに各委員会を開催し、各規程・細則に基づき具体的な事業内容を検討する。 

 

４. ＳＲ経営労務センターについて 

社労士会が運営する労働保険事務組合となる。全国47都道府県社労士会の中で福島・

山形・栃木の３県が未設置である。フリーランス法制定により、フリーランスの特別加

入の関係でＳＲセンター設立の必要性があり、あらためて連合会等から設置の要請があ

ったので、１年かけて検討していく。 

 

５. ＡＤＲセンターにおけるあっせん担当弁護士の謝金額について 

現在、あっせん委員の業務は、申立書の受理までの補正、被申立人の答弁書の確認、

あっせん期日でのあっせんまで行って謝金が10,000円である。 

あっせん期日が開催されないと謝金の対象とならないので、あっせん担当弁護士が、

あっせん期日までの相談等に関与した場合10,000円の謝金を支払うことに変更する。 

変更に関しては、弁護士会と協議し合意後、理事会で細則の変更を行う。 

 

６. 医療機関勤務環境評価センターの労務管理サーベイヤーについて 

医師会からは、現任の労務管理サーベイヤーに継続の打診がされているので、県会か

らあらためて各人に継続の意向を確認し、承諾する場合には継続いただく。 

以  上 
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